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調 査 結 果 の 概 要 
 

■ 雇用問題について ■ 
 

①  雇用の過不足状況 （全体）～「人材不足」 感が後退するも、非製造業において強く！～ 

・「適正」と回答した企業が 38.4%と最も多く、次いで「雇用過剰と人材不足の両面がある」（34.1%）、      

「人材不足」（20.3%）となっている。「雇用過剰」は 2.9%であった。 

・業種別にみると、製造業において「人材不足」と回答した企業が、前回調査（H24.10）に比べて増加し

ている（製造業「人材不足」：H24.10 調査、5.1% → H25.04 調査 12.8%）。一方、非製造業においては、

製造業を上回っており「人材不足」感がより強い（「人材不足」製造業 12.8% ： 非製造業 23.2%）。 

 

② 雇用の過不足状況（職種別）～ 「人材不足」感は技術職に！～ 

・職種別にみると、技術職において「人材不足」感が全体の４割を占めており（40.5%）、製造業及び非製

造業ともに同じ傾向である（技術職「人材不足」、製造業 41.0%：非製造業 40.3%）。現業職では、非製

造業において「人材不足」感がより強い（現業職「人材不足」、製造業 20.5%：非製造業 41.4%）。       

 

③ 平成２５年度の採用状況 ～ 採用を抑制するも、「増加した」企業が「減少した」企業を上回る！～ 

・新卒者の採用人数について、「増加した」と回答した企業が前年に比べて 8.2 ポイント減尐している（増 

加した：H24.04 調査 45.3% → H25.04 調査 37.1%）が、「減尐した」と回答した企業と比較すると、

３年連続で上回っている（H25.04 調査、「増加した」37.1%：「減尐した」28.9% ）。 

  ・採用人数を増加した理由では、「退職者（定年も含む）増加に伴う補充」（52.8%）に次いで「事業拡大、

新規事業」（33.3%）をあげており、一方で減尐した理由については「退職者（定年も含む）の減尐」   

（56.0%）に次いで「経営環境の悪化」（44.0%）と答えている。 

 

④ 平成２６年度の新卒者採用数の方向性 ～ 大卒「増える」？ 非製造業において増加傾向！～ 

・次年度の新卒者採用数の方向性については、大卒において、リーマンショック以降（H21.04 調査）５年

ぶりに「増える」とする企業が「減る」とする企業の割合を上回った（H25.04 調査、「増える」20.1%：

「減る」14.9% ）。 

・業種別にみると、非製造業において、同数以上（「変わらない」もしくは「増える」）と答えた企業が増

加傾向にある。（同数以上（非製造業）：H22.04 調査 37.3% → H23.04 調査 43.8% → H24.04 調査  

46.7% → H25.04 調査 54.7%） 

 

 

■ 改正高年齢者雇用安定法への対応について ■ 
 

① 定年到達後の再雇用制度について ～「継続雇用制度」による「再雇用制度」９５．６％！～ 

  ・回答のあったほとんどの企業で高年齢者雇用安定法に基づく「継続雇用制度を導入」（99.3%）しており、

定年到達後の雇用形態については「再雇用制度（定年退職者を一旦退職させた後、再雇用する制度）」

（95.6%）を設けている。 

 

② 再雇用制度の内容について  

～ フルタイム勤務で月例賃金は６０％台へ減額！ ２年目以降も賃金は変化なく横ばいで推移！ ～ 

・勤務形態については、「定年到達前と同じフルタイムで勤務する」（87.0%）が最も多く、次いで「定年

到達前と比べて、所定労働日数が尐なくなる」（23.9%）、「定年到達前と比べて、１日当たりの労働時間

が尐なくなる」（21.0%）となっている。 

・再雇用後の１ヶ月当たりの賃金水準については、「定年到達時点の賃金水準から一定減額する」（84.6%）

が主流となっている。 

・前項において一定減額する場合、再雇用直後の月例賃金の減額後支給率については、「定年到達時点の

60%台」（25.8%）、次いで「同 50%台」（14.2%）、「同 50%未満」（12.5%）となっている。また、２年

目以降の月例賃金の支給率については、「再雇用後初年度の月例賃金を変更なく適用（変化なく横ばいで

推移）」（74.4%）が最も多かった。 
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平成２５年第１回 雇用問題等アンケート 集計結果 

福岡県経営者協会 

 

 

   目  的 ： 今後の雇用対策及び企業経営の参考とするため 

   対  象 ： 福岡県経営者協会会員企業 

   回答状況 ： 調査対象企業３７４社のうち、回答社数１３８社（回収率 36.9%）。 

このうち、産業別では、製造業３９社（28.3%）、非製造業９９社（71.7%）。 

規模別では、３００人未満の企業８２社（59.4%）、３００人以上の企業５６社（40.6%） 

   調査期間 ： ２０１３年（平成２５年）５月１４日～６月２４日 

 

 

■ 回答企業の属性 (業種および規模)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

食品

2.9%

紙・パルプ

1.4%

印刷

0.7%

化学・ゴム

4.3%

窯業・土石

1.4%
鉄鋼

3.6% 非鉄金属

0.0%

機械・金属

6.5%

電機

4.3%

その他製造業

2.2%
建設

10.9%

電力・ガス

2.9%

卸・小売

19.6%金融・保険

0.7%

運輸・倉庫

11.6%

タクシー

2.2%

放送･通信

0.7%

医療

2.2%
教育

1.4%

団体

0.7%

その他非製造

18.1%

回答企業の属性（業種別）

製造業

28.3%

非製造業

71.7%

回答企業の属性（製造業、非製造業）

300人未

満の企業

59.4%

300人以

上の企業

40.6%

回答企業の属性（規模別）
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■ 雇用問題 ■ 

１．雇用の過不足状況 

(１) 雇用の過不足状況 （全体） 

雇用の過不足状況については、「適正」が 38.4%と最も多い。 次いで「雇用過剰と人材不足の両

面がある」（34.1%）、「人材不足」（20.3%）の順となっており、「雇用過剰」は 2.9%であった。     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《 参 考 》  福岡経協最近の調査との対比 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

雇用過剰

2.9%

適正

38.4%

人材不足

20.3%

雇用過剰と人

材不足の両面

34.1%

その他

4.3%

１－１．雇用の過不足状況

2.9%

4.4%

5.4%

7.2%

7.0%

9.6%

6.1%

6.5%

12.4%

14.7%

1.6%

2.4%

0.9%

2.0%

雇用過剰, 1.2%

38.4%

38.5%

42.6%

33.6%

44.5%

42.1%

40.4%

42.3%

39.5%

43.6%

31.0%

29.9%

30.0%

28.4%

適正, 26.5%

20.3%

22.2%

20.9%

24.0%

17.2%

12.3%

14.9%

12.2%

14.0%

9.0%

33.3%

33.9%

40.0%

38.3%

人材不足, 32.5%

34.1%

32.6%

26.4%

33.6%

28.1%

34.2%

37.7%

37.4%

31.8%

28.2%

32.5%

29.9%

26.4%

28.4%

雇用過剰と人材不足の両

面, 37.4%

4.3%

2.2%

4.7%

1.6%

3.1%

1.8%

0.9%

1.6%

2.3%

4.5%

1.6%

3.9%

2.7%

2.9%

その他, 2.4%

H25.04調査

H24.10調査

H24.04調査

H23.10調査

H23.04調査

H22.10調査

H22.04調査

H21.10調査

H21.04調査

H21.01緊急調査

H20.10調査

H20.04調査

H19.10調査

H19.04調査

H18.10調査

１－２．雇用の過不足状況 （最近の調査対比）
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《 参 考 》 雇用の過不足状況（業種別） 

     業種別にみた雇用の過不足状況は、製造業において「人材不足」と答えた企業が前回調査（H24.10）

に比べて倍増したものの（製造業「人材不足」：H24.10 調査、5.1% → H25.04 調査 12.8%）、非製

造業において「人材不足」感がより強い状況が続いている（「人材不足」H25.04 調査、製造業 12.8% ： 

非製造業 23.2%）。 

     

      【 製造業 】 

  

【 非製造業 】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

雇用過

剰

7.7%

適正

35.9%

人材不

足

12.8%

雇用過

剰と人

材不足

の両面

35.9%

その他

7.7%

１－３．雇用の過不足状況

（製造業）

7.7%

12.8%

14.7%

13.2%

10.8%

10.8%

5.6%

12.8%

35.9%

43.6%

41.2%

42.1%

43.2%

40.5%

33.3%

28.2%

12.8%

5.1%

17.6%

13.2%

16.2%

10.8%

8.3%

10.3%

35.9%

38.5%

26.5%

28.9%

27.0%

35.1%

52.8%

48.7%

7.7%

0.0%

0.0%

2.6%

2.7%

2.7%

0.0%

0.0%

H25.04調査

H24.10調査

H24.04調査

H23.10調査

H23.04調査

H22.10調査

H22.04調査

H21.10調査

１－４．雇用の過不足状況 （製造業）

雇用過剰 適正 人材不足 雇用過剰と人材不足の両面 その他

雇用過

剰

1.0%

適正

39.4%

人材不

足

23.2%

雇用過

剰と人

材不足

の両面

33.3%

その他

3.0%

１－５．雇用の過不足状況

（非製造業）

1.0%

1.0%

2.1%

4.6%

5.5%

9.1%

6.4%

3.6%

39.4%

36.5%

43.2%

29.9%

45.1%

42.9%

43.6%

48.8%

23.2%

29.2%

22.1%

28.7%

17.6%

13.0%

17.9%

13.1%

33.3%

30.2%

26.3%

35.6%

28.6%

33.8%

30.8%

32.1%

3.0%

3.1%

6.3%

1.1%

3.3%

1.3%

1.3%

2.4%

H25.04調査

H24.10調査

H24.04調査

H23.10調査

H23.04調査

H22.10調査

H22.04調査

H21.10調査

１－６．雇用の過不足状況 （非製造業）
雇用過剰 適正 人材不足 雇用過剰と人材不足の両面 その他
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（２）雇用の過不足状況 （職種別） 

職種別にみた雇用の過不足状況については、管理職・事務職において「適正」と回答した企業の割合

が７割（管理職 71.6%、事務職 69.6%）と多い。一方、「不足」感は技術職において強く、前回調査（H24.10）

からやや後退したものの４割合を占める（技術職「不足」：H24.10 調査 47.3% → H25.04 調査 40.5%）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《 参 考 》  現業職、技術職の雇用の過不足状況（過去の調査対比） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.9%

9.5%

15.6%

16.4%

57.8%

54.0%

69.6%

71.6%

40.5%

34.9%

14.1%

11.2%

0.9%

1.6%

0.7%

0.7%

技術職

現業職

事務職

管理職

１－７．雇用の過不足状況（全体）

過剰 適正 不足 その他

0.9%

0.9%

3.5%

5.8%

4.6%

3.1%

4.1%

7.8%

9.5%

10.9%

10.7%

10.8%

14.8%

15.5%

13.1%

17.1%

57.8%

50.9%

56.6%

51.9%

50.5%

56.3%

52.6%

54.4%

54.0%

51.6%

56.6%

50.8%

56.6%

60.9%

57.9%

58.0%

40.5%

47.3%

38.1%

40.4%

40.4%

37.5%

40.2%

32.0%

34.9%

34.4%

31.1%

35.8%

24.6%

20.9%

24.3%

22.2%

0.9%

0.9%

1.8%

1.9%

4.6%

3.1%

3.1%

5.8%

1.6%

3.1%

1.6%

2.5%

4.1%

2.7%

4.7%

2.6%

H25.04調査

H24.10調査

H24.04調査

H23.10調査

H23.04調査

H22.10調査

H22.04調査

H21.10調査

H25.04調査

H24.10調査

H24.04調査

H23.10調査

H23.04調査

H22.10調査

H22.04調査

H21.10調査

１－８．雇用の過不足状況 （現業職・技術職：過去の調査対比）

過剰 適正 不足 その他
【 現 業 職 】

【 技 術 職 】
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【 製造業 】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【 非製造業 】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《 参 考 》  技術職における雇用の過不足状況（業種別：過去調査対比） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6%

25.6%

20.5%

12.8%

56.4%

53.8%

61.5%

74.4%

41.0%

20.5%

17.9%

12.8%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

技術職

現業職

事務職

管理職

１－９．雇用の過不足状況（製造業）

過剰 適正 不足 その他

0.0%

2.3%

13.5%

17.9%

58.4%

54.0%

72.9%

70.5%

40.3%

41.4%

12.5%

10.5%

1.3%

2.3%

1.0%

1.1%

技術職

現業職

事務職

管理職

１－１０．雇用の過不足状況（非製造業）

過剰 適正 不足 その他

0.0%

0.0%

1.3%

3.1%

4.2%

2.6%

2.6%

8.6%

10.0%

5.4%

58.4%

47.3%

57.7%

51.6%

55.6%

56.4%

57.9%

54.3%

52.5%

40.5%

40.3%

51.4%

38.5%

42.2%

36.1%

41.0%

39.5%

37.1%

37.5%

48.6%

1.3%

1.4%

2.6%

3.1%

4.2%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

5.4%

H25.04調査

H24.10調査

H24.04調査

H23.10調査

H23.04調査

H25.04調査

H24.10調査

H24.04調査

H23.10調査

H23.04調査

１－１１．技術職における雇用の過不足状況

（業種別：過去調査対比）

過剰 適正 不足 その他【 製 造 業 】

【 非 製 造 業 】
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２．平成２５年度の採用状況 

   新卒者を採用した企業のうち、採用人数を増加した企業は減尐した企業を上回っているが、「増加した」

と答えた企業は前年調査に比べて 8.2 ポイント減尐している（増加した：H24.04 調査 45.3% → H25.04

調査 37.1%）。採用人数を増加した理由では、「退職者（定年も含む）増加に伴う補充」（52.8%）に次い

で「事業拡大、新規事業」（33.3%）をあげており、一方で減尐した理由については「退職者（定年も含

む）の減尐」（56.0%）に次いで「経営環境の悪化」（44.0%）と答えている。  

 

（１）新卒者採用の有無          （２）前年と比べた採用人数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）採用人数が増加（減少）した理由  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

採用し

た

70.8%

採用し

なかっ

た

29.2%

２－１．Ｈ２５年度 新卒者の

採用状況

37.1%

45.3%

40.2%

32.2%

41.6%

52.6%

33.0%

25.6%

22.8%

21.8%

24.8%

24.7%

28.9%

27.9%

35.9%

44.8%

33.7%

22.7%

1.0%

1.2%

1.1%

1.1%

H25.04調査

H24.04調査

H23.04調査

H22.04調査

H21.04調査

H20.04調査

２－２．新卒者採用人数の増減

（前年度との比較、過去対比）

増加した 変わらない 減尐した その他

52.8%

33.3%

22.2%

11.1%

8.3%

8.3%

83.3%

50.0%

16.7%

0.0%

33.3%

0.0%

46.7%

30.0%

23.3%

13.3%

3.3%

10.0%

0% 50% 100%

退職者（定年も含む）増加

に伴う補充

事業拡大、新規事業

採用基準に見合う学生が増

えた

内定辞退者が予想より尐な

かったため、結果として採

用増

業績の回復

その他

２－３．前年と比べて採用人数が増加した理

由 （複数回答可）

全業種

製造業

非製造業

56.0%

44.0%

20.0%

8.0%

4.0%

20.0%

50.0%

60.0%

20.0%

0.0%

0.0%

10.0%

50.0%

27.8%

16.7%

11.1%

5.6%

16.7%

0% 50% 100%

退職者（定年も含む）の減

尐

経営環境の悪化

採用基準に見合う学生が尐

なかった

応募者の減尐

内定辞退者の増加による採

用減

その他

２－４．前年と比べて採用人数が減少した理

由 （複数回答可）

全業種

製造業

非製造業
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３．平成２６年度の新卒者採用数の方向性 

平成２６年新卒者採用数の対２５年比増減については、大卒において、リーマンショック（H21.04

調査）以降５年ぶりに「増える」とする企業が「減る」とする企業の割合を上回った。また、「増える」

と答えた企業は、前年度調査に比べても 8.3 ポイント上昇している（「増える」：H24.04 調査 11.8% → 

H25.04 調査 20.1%）。一方、「未定」とする割合は各学歴とも前年度調査に比べて減尐している。 

 

 【 大卒 】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【 短大・専門学校・高専卒 】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【 高卒 】 

 

 

増える

20.1%

変わら

ない

33.6%
減る

14.9%

未定

31.3%

３－１．大卒

20.1%

11.8%

10.4%

17.3%

9.0%

増える, 22.2%

33.6%

34.6%

36.0%

26.4%

31.5%

変わらない, 

27.4%

14.9%

13.4%

11.2%

20.0%

21.6%

減る, 10.3%

31.3%

40.2%

42.4%

36.4%

37.8%

未定, 40.1%

H25.04…

H24.04…

H23.04…

H22.04…

H21.04…

H20.04…

３－２．次年度の新卒者採用数の方向性

（大卒：過去調査対比）

増える

7.1%

変わら

ない

41.3%

減る

10.3%

未定

41.3%

３－３．短大・専門学校・高専卒

7.1%

4.9%

5.0%

10.7%

3.8%

増える, 7.8%

41.3%

33.6%

31.1%

30.1%

31.1%

変わらない, 

35.7%

10.3%

8.2%

7.6%

12.6%

22.6%

減る, 7.0%

41.3%

53.3%

56.3%

46.6%

42.5%

未定, 49.5%

H25.04…

H24.04…

H23.04…

H22.04…

H21.04…

H20.04…

３－４．次年度の新卒者採用数の方向性

（短大、専門学校、高専卒：過去調査対比）

増える

8.0%

変わら

ない

36.0%

減る

15.2%

未定

40.8%

３－５．高卒

8.0%

7.4%

6.7%

9.8%

4.6%

増える, 12.1%

36.0%

33.1%

33.3%

27.5%

24.1%

変わらない, 

32.8%

15.2%

13.2%

13.3%

17.6%

31.5%

減る, 13.8%

40.8%

46.3%

46.7%

45.1%

39.8%

未定, 41.3%

H25.04調

査

H24.04調

査

H23.04調

査

H22.04調

査

H21.04調

査

H20.04調

査

３－６．次年度の新卒者採用数の方向性

（高卒：過去調査対比）
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《 参 考 》 業種別にみた次年度新卒者採用数の方向性（大卒） 

大卒について製造・非製造業別にみた次年度の新卒者採用数の方向性については、製造業において「増

える」と回答した企業が前回調査（H24.04）において 2.9%と減尐していたが、今回の調査では 23.1%

と大幅に増加した。また、非製造業においても、「増える」と回答した企業はリーマンショック以降

（H21.04 調査）緩やかに増加傾向を続けている。 

 

【 製造業 】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【 非製造業 】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

増える

23.1%

変わら

ない

28.2%

減る

17.9%

未定

30.8%

３－７．大 卒 （製造業）

23.1%

2.9%

19.4%

28.6%

11.1%

増える, 42.4%

28.2%

42.9%

33.3%

28.6%

36.1%

変わらない, 

36.4%

17.9%

20.0%

22.2%

17.1%

25.0%

減る, 18.2%

30.8%

34.3%

25.0%

25.7%

27.8%

未定, 3.0%

H25.04…

H24.04…

H23.04…

H22.04…

H21.04…

H20.04…

３－８．次年度の新卒者採用数の方向性

（大卒製造業：過去調査対比）

増える

18.9%

変わら

ない

35.8%

減る

13.7%

未定

31.6%

３－９．大 卒 （非製造業）

18.9%

15.2%

6.7%

12.0%

8.0%

増える, 16.9%

35.8%

31.5%

37.1%

25.3%

29.3%

変わらない, 

28.2%

13.7%

10.9%

6.7%

21.3%

20.0%

減る, 8.5%

31.6%

42.4%

49.4%

41.3%

42.7%

未定, 46.4%

H25.04…

H24.04…

H23.04…

H22.04…

H21.04…

H20.04…

３－１０．次年度の新卒者採用数の方向性

（大卒非製造業：過去調査対比）
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■ 改正高年齢者雇用安定法への対応について ■ 

１．現在、講じている高年齢者雇用確保措置について 

   回答のあったほとんどの企業で、高年齢者雇用安定法に基づく「継続雇用制度を導入」（99.3%）して

おり、「定年の定めの廃止」をしている企業は 0.7％であった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．定年到達後の継続雇用制度の形態について 

     継続雇用制度を導入している企業において、定年到達後の雇用形態について尋ねたところ、ほとんどの

企業で「再雇用制度（定年退職者を一旦退職させた後、再雇用する制度）」（95.6%）を設けている。一方、

「勤務延長制度（定年到達前からの雇用契約を延長して雇用する制度）」を設けている企業はわずか 0.7%

で、「再雇用制度と勤務延長制度の両方」を設けている企業は 2.9%であった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

定年の定めの

廃止

0.7%

継続雇用制度

の導入

99.3%

４－１．現在、講じている高年齢者雇用確保措置

再雇用制度

95.6%

勤務延長制度

0.7%

再雇用制度と

勤務延長制度

の両方

2.9%
その他

0.7%

４－２．定年到達後の継続雇用制度の形態について
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３．改正高年齢者雇用安定法の経過措置について 

改正高齢法では、経過措置として、継続雇用制度の対象者を限定する基準を廃止しないで、適用する 

年齢を引き上げることも可能とされている。このような「経過措置を設けている」と答えた企業は 75.0%

であった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．改正高年齢者雇用安定法に関する運用指針について 

運用指針においては、「心身の故障や勤務不良など、就業規則に定める解雇事由や退職事由に該当する

場合は、継続雇用の対象外とすることもできる」ことなどが定められている。この運用指針について、「知

っている」と答えた企業は 92.0%で、そのうち「就業規則の解雇事由又は退職事由と同じ内容を、継続し

ない事由として別に規定している」と答えた企業は 78.0%であった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

経過措置を設

けている

75.0%

経過措置を設

けていない

25.0%

４－３．経過措置（継続雇用制度の対象者を限定する

基準を利用できる）を設けているか？

知ってい

る

92.0%

知らない

8.0%

４－４．運用指針を知っているか？

規定して

いる

78.0%

規定して

いない

22.0%

４－５．継続しない事由を別に規定し

ているか？
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５．再雇用制度の内容について 

継続雇用制度を再雇用制度で運用している企業について、制度の内容について尋ねた。 

（１）勤務形態 

「定年到達前と同じフルタイムで勤務する」と答えた企業が 87.0%と最も多く、次いで、「定年到達

前と比べて、所定労働日数が尐なくなる」（23.9%）、「定年到達前と比べて、１日当たりの労働時間

が尐なくなる」（21.0%）などとなっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○「その他」（11.6%）の具体的内容 

  ・個別契約によって定める。 

  ・フルタイムとパートタイムを併用。  など 

 

（２）再雇用後の月例賃金水準 

    再雇用直後の１ヶ月当たりの賃金水準については、「定年到達時点の賃金水準から一定減額する」

と答えた企業が 84.6%を占め、主流となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○「その他」（14.0%）の具体的内容 

・定年到達時点の賃金水準に関係なく、一定額支給する。 

 ・定年到達時点の賃金水準を維持または一定減額する。  など 

87.0%

23.9%

21.0%

10.9%

11.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

定年到達前と同じフルタイムで勤務する

定年到達前と比べて、所定労働日数が尐なくなる

定年到達前と比べて、１日当たりの労働時間が尐な

くなる

定年到達前と比べて、１日当たりの労働時間も所定

労働日数も尐なくなる

その他

４－６．再雇用後の勤務形態について（複数回答可）

84.6%

1.5%

0.0%

14.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

定年到達時点の賃金水準から一定減額する

定年到達時点の賃金水準を維持する

定年到達時点の賃金水準から一定増額する

その他

４－７．再雇用後の賃金水準について
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（３）定年到達時点の賃金水準から一定減額する場合の減額後支給率 

        前項において、「定年到達時点の賃金水準から一定減額する」(84.6%)場合、再雇用直後の月例    

賃金の減額後支給率については、「定年到達時点の 60%台」（25.8%）が最も多く、次いで、「同 50%

台」（14.2%）、「同 50%未満」（12.5%）となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ○「その他」（30.8%）の具体的内容 

      ・評価による格付けをするため５０～６０％台。 

      ・定年到達時点の６０～７０％台。 

      ・雇用形態に応じて定額支給。（高卒初任給程度、大卒基礎給または一定額支給） 

      ・年金受取額により決定。個人差あり。約４０～８０％。 

      ・定年前の処遇や再雇用後の業務内容、業務量によって異なる。 

      ・再雇用後の内容に応じて個別に決定する。 

      ・基本給は定額であり、率は個人によって異なる。 

      ・都度協議する。    など 

 

また、再雇用後、２年目以降の月例金額の支給率については、「再雇用後初年度の月例賃金を変更

なく適用（変化なく横ばいで推移）」（74.4%）すると答えた企業が最も多い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.8%

14.2%

12.5%

9.2%

4.2%

3.3%

30.8%

0% 10% 20% 30% 40%

定年到達時点の60%台

〃 50%台

〃 50%未満

〃 70%台

〃 90%台

〃 80%台

その他

４－８．減額する場合、再雇用直後の減額後支給率について

74.4%

14.0%

7.4%

4.1%

0% 20% 40% 60% 80%

再雇用後初年度の月例賃金を変更なく適用（変化な

く横ばいで推移）

定年到達前と基準・水準は異なるが、役割や働きぶ

りに応じて、昇給（または降給）を行う（アップ・

ダウンあり）

役割や働きぶりにかかわらず、一定の降給を行う

（右肩下がりで推移）

その他

４－９．減額する場合、２年目以降の支給率について
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（４）年金支給開始年齢の引上げに対する継続雇用者への企業の配慮について 

2013 年 4 月から、「特別支給の老齢厚生年金」のうち「報酬比例部分」の支給開始年齢が引き上げ 

られた（無年金状態への移行）ことに伴い、企業が継続雇用者の賃金増額を考慮したかを尋ねたとこ

ろ、「考慮した」と答えた企業は 21.7%であった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以 上 

 

考慮した

21.7%

考慮しなかっ

た

78.3%

４－１０．継続雇用者の賃金増額を考慮したか？


